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[論文]

学生の学習成果と大学における内部質保証体制の検証に係る

認証評価の方向性に関する考察

早田幸政・斉藤貴浩

Expressed Standards and Methodologies to Review the Educational Outcomes and 

Internal Quality Assurance Systems in Universities 

Yukimasa HAYATA and Takahiro SAITO 

What knowledge and ability students acquire until they complete a degree program has become a 

major problem in higher education. The Japanese government strongly requests that each university 

establish and improve an internal quality assurance system for its education and use an external 

quality assurance agency to develop a system for evaluating the effectiveness of its internal quality 

assurance system. Construct四g a functioning quality assurance system in universities and quality 

assurance agencies to enhance educational quality requires a precise measurement of students' 

educational achievement. External quality assurance agencies were studied via inter桐views to find 

trends in the standards and methodologies to explain educational outcomes and the functions of 

internal quality assurance systems in universities 

問題の所在

中央教育審議会の砕今の諸答申等は、「学士課程j で

身につけた学習成果を「学位J 授与の能力証明として意

義づけるとともに、高等教育を「課程J 中心の方向で整

理し直す必要性を提言している。また併せて、学位に連

結する教育課程の評価を、専門分野別評価の切り口から

行うことの重聖書性も指摘している。

そして、こうした評価を効果ならしめるため、各大学

における自己検証装置としての「内部質保証体制」の確

立・運用と、肉体制jの機能的有効性を担保させ得るよう

な第三者評価システムの充実・強化が、今日の高等教育

政策において指向されている。

本稿では、まず、上述のような方向性が、中教審答申

等の中で如何なる内容のものとして具体化されているか

を瞥見した上で、そこで提示された諮提言の持つ意味や

意義の明確化を図る。次いで、そうした中教審答申の諮

提言を受け、認証評価機関が、認証評価の第2サイクル

においてどのような評価に臨もうとしているのかを、大

学基準協会、日本高等教育評価機構が公にした文書を手

掛かりに考察していく。そして最後に、上記に係る高等

教育政策の方向性が示される中、 2つの認、誌評価機関の

具体的対応状況の確認の上に立って、学位に連結する教

育課程の有為性を保読しそのー贈の改善・充実を図り得

るような認証評価の在り方を展望する。

1. 中教審諸答申等に見る「学生の学習成果の測定・評

価と f内部質保証体制j の在り方

(1 )学生の学留成果の測定・評価

2008 (平成 20) 年 12月の中央教育審議会「学士課程

教育の構築に向けて(答申 )J は、学士課程教育が共通

して目指す f学習成果J を指す概念を「学士カ」の諸に

より「参照指針J 中に示した。

このような提言がなされた所以として、我が国の「学

士j の学伎がいかなる能力を証明したものかとの国内外

からの向いに明確な答えを示しきれていなかったこと、

その結来、能力証明としての学伎の国際的通用性への疑

念が生ずる可能性をÐ定しきれなかったこと、学生が卒

後に自立して有為な営みをしていく上で、予め学生が身
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につけるべき学習成果に関する自擦を設定し、その実現

に向けた教育展僚をすることが必要とされたこと、等の

諸J立が挙げられた。

そして、上記答申は、学留成果に係る目標設定や到達

状況の測定・評価に向け、 fコンピテンシー・モデルj

の手法の導入も提言した。問手法は、カリキュラムを燐

成する授業科目の教育上の到達目標を見定める上で有効

であるにとどまらず、卒業者の能力誌明につながる学位

授与に相応しい教育目標到達皮の判定において一定の効

果を発揮できるものとも考えられた。さらに伺答申は、

学士課程教育が、「教義教育J と「専門基礎教育j によっ

て構成されるという立場に立っており、後者に関して

は、学習成果やそのための到達目標を内包する分野別質

保証の枠組み作りを、日本学術会議と述携して促進する

方向性が示された。

なお、 2010 (平成 22) 年6月の中教審大学分科会大学

グローバル化ワーキンググループ「東アジア地域を見据

えたグローパル人材育成の考え方一質の保証を伴った

大学問交流推進の必要性 -J において、「大学教育が、

学位プログラムとして構成されることに着目した質保誌

の観点J から、各大学や質保証機関向の共IfiJの取組促進

の重要ー性が強調された点も看過することはできない。

ところで、学士諜程答申は、単位制度の実質化の必要

性とこれを担保する方途についても、詳細な言及をして

いる。現行の単位指Ij皮の枠組みの中で、学生に「自立し

た学習者j としての自党を促L、学びの「場J にいぎな

い、確かな学習成果を身につけさせるためにはどのよう

にすればよいのか。課程修了時の学資成果の証としての

学位の保証を確実ならしめる上でも、学生の学習成果を

測定 評価することと単位制度の実質化に係る論点は、

避けでは通れない課題ともなっている。

最後に、 2010年4月の中数年語大学分科会質保証システ

ム部会「教育情報の公表促進に関する諸施策について

(審議経過概要)J は、「学生がどのようなカリキュラム

を通じて、どのような知識・能力を身につけることがで

きるかなど、実質的な教育情報を分かりやすく公表j す

る必要性に言及した。そのよで、そのための政策手段と

して、法令による努力義務化を図ることや、その公表を

各種競争的資金の申5青要件とすること、さらには、その

公表状況を認証評価の際の参考とすること、などの方策

が示された点に留意を2号する。

(2) 内部質保証体制

大学における「内部質保証体制J という文言が設場す

るのは、 2008年 12月の学士課程答申である。そこでは

まず、大学教育の質の維持・|向上、学位の水準の保誌の

任は一義的には大学に委ねられるとし、あらためて自己

点検・評価の重要性を指摘した。このことを踏まえ、第

三者評価における評悩に、「自己点検・評価などPDCA

サイクルが機能し、内音1\質保証体制が確立されている

かJ とする観点を加える必姿性を力説した。

次いで、 2009 (平成 19) 年6 月の中教審火学分利会「中

長期的な大学教育の在り方に閲する第一次報告J は、最

終的に保証されるべきは、「学生の学びの質と水準」で

あるとした。そして、各大学は、「学生の質を保証する

ための体系J の整備に加え、その質の向上に向けた「工

夫改善を可能とする仕組みを機能j させる責任を負うも

のとされた。一方、公的な質保誌システムが担う役割

は、各大学における上述のような取組を前提に、 fそれ

が実質的に機能するような制度として確実なものとする

こと J にあるとされた。

さらに、 2009 年8月の中教審大学分科会「中長期的な

大学教育の在り方に関する第二次報告J は、認証評佃!の

課題について言及した箇所で、認証評価において、各大

学の「自己点検 評価の結果が教育の質の向上に活用さ

れる仕組み、すなわち内部質保証の仕組みが備わり、そ

れかは実に機能していること」の確認の重要性を指摘し

た。

第二次報告は、第一次報告を数桁して、大学教育にお

いて最終的に保証されるべき質は、「学生の学びの内容

と水準j であるとした。関述して、そこでは、そうした

内部質保証の取組例として、大学設置基準に規定されて

いる成総基準の明確化、シラバスの作成、 FD、情報公

開などが紹介された。なお、内部質保証体制の在り方を

「公的な質保証j の観点から検討する論点のーとして、

日本学術会談で進められている専門分野別質保証に係る

審議状況を視野に入れる必要性に言及した点には留意を

要する。

(3) 学習成果の測定・評価と内部質保証体制

上記諸答申等にあっては、教育上の到達目標を設定

し、それに即して到達度判定を行うことを重視するアウ

トカムズ評価の視点が教育評俗iの中軸に据えられてい

る。教育目的 目標に対応したパフォーマンスが産出さ

れているかどうかの観点から学習成果のìJllJiEを行い、そ

こから待た情報やデータの分析を通して、教育の質保証

とともに大学の有効性を評而fi しその向上の方途を模索す

ることの重要性を喚起した点において、その主張には相
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当程度の意義があった。とりわけ、学士課程答申が、学

習成果の検証のため、「コンビテンシー・モデルj の手

法の挺言を行ったことは、従来のアウトカムズ評価の考

え方に対して一定の見直しを迫るものでもあった。

上記諸答申等は、また、大学教育の質の確保を図る上

で、各大学に内部質保証体制の確立されることの重要性

を指摘するとともに、その有効性の検証を行う役割jを認

証評価に求めた。

ここにいう「内部質保証体制J の特質として、あらた

めて次の四点を挙げておきたい。

その第一点目は、それが、教育の質の向上を目的とす

る PDCAサイクルに支えられた自己点検・評価システ

ムとして確立されるべきである、ということである。

第二点目は、そこでは、学習成果の測定・評価、さら

には学位の質や適用力の検証という視点からの点検・評

価が重視されなければならない、ということである。

第三点目は、そこでは、とりわけ教育の分野別質保証

の視点が重視されねばならない、ということである。

第四点目は、そうした自己点検評価システムは、認

証評価を申h とする第三者評価を通じて、その有効性の確

認がなされなければならない、ということである。

これらのことは、学土課程答申に代表される昨今の中

教審の諸答申等が、大学における自己点検・評俗lにおい

て、教育活動とりわけ分野別教育における学習成果の発

現の状況を検証するシステムを指して、「内部質保証体

制j と呼称していることと連動している。換言すれば、

基本的には、この内部質保証体íl，lj とは、個別大学で展開

される「教育プログラムj の質保証中心に制度として機

能させていくことが予定されていると考えられる。そう

した意味から、教育プログラムの教育目的・目標の明確

化に関わる部分、学習成果の検証に関わる部分、自的・

目標の見直しに関わる部分、を「内部質保証体制j の枠

組みの中で点検・評価していくに当り、日本学術会議が

現在検討中の、分野別「参照基準J が各大学において活

用されるべきものと考える。

このように、各大学は、自律的な内部質保証体制の枠

組みの中で、学習成果の測定・評価を軸に、当該教育プ

ログラムの有効性を検証していくことが求められてい

る。その一方で、認証評価を通じて、内部質保証体制の

確立とその効果的な運営が担保されることも、政策而か

ら要請されている。もとより認証評側機関は、管理運営

や財務に代表される全学事項に対して、認証評価基準

の的確な適用をしなければならない。一方、教学事項に

ついては、認証評価機関は、設置基準を踏まえた最低要

件の確認を基本に効果的な評価活動を展開すべきものと

考える。内部質保証体制の確立状況やその機能的有効性

の評価に当っては、肉体制の自律的運用が各大学に対し

て要請されていることを踏まえ、学習成果そのものを対

象とした評価を行うのではなく、学習成果をi同定する指

標やその運用の在り方などの測定手段を当該大学や教育

プログラムの教育自的・目標との関係において評価した

り、学習成果の発現状況を教育改善に効果的に活用する

システムの有効性評価など、その役割を専ら苅接評価に

特化することが必婆であると考える。

2 認証評価システムに見る学習成果と内部質保証体需IJ

の検証

(1 )大学3基準協会

(a) 学習成果の測定・評価

大学基準協会(以下、 JUAA と略記)については、

20日(平成 23) 年度から第二期の認証評価が始まるこ

とを契機とし、 2010年 3月に「大学基準」およびその解

説の改訂を行った。施行は 20日年4月である。

学習成果の測定・評価に刻しては、大学恭準の解説で

も「大学は、学習成果を的礁に評価するために、その評

価方法や評価指標の開発に努めなけれは長ならない」とさ

れており、原則として、認証評価機関側ではなく大学が

自ら言刊日l方法や評価指標を設定し、評価すべきという立

場を取っている。

新しい大学基準では評価!のための 10の評価基準を定

めており、大学が評備基準に迎合しているかどうかを判

断するために、評価基準ごとに評価iの対象となる評価項

目が設けられている。そして、それぞれの評価項目では、

大学が適切に自己点検・評価するための、あるいは関係

者間の共通理解を図るための手がかりや根拠として、評

価項目の下に評価の視点が示されている。評価の視点は

例示であって、その設定は大学の裁量に委ねられてい

る。

学習成果は、「教育内容・方法・成果j の基準の中で扱

われる(表I)。この基準における評価項目は、「教育目標、

学位授与方針、教育課程の編成・実施方針」、「教育課程・

教育内容」、「教育方法」、「成果j の4つに分類されており、

成果の評価項目は「教育目標に沿った成果が上がってい

るか。J と「学佼授与(卒業・修了認定)は適切に行われ

ているか。」の2つである。

特に学習成果に関しては、評価の視点として「学生の

学習成果を測定するための評価指標の開発とその適用」
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表 I 教育内容・方法・成果

教育目標・学位授与方針、教育課程の編成・実施方針

門職学位課程の教育目標の明示
(1)教育日襟に基づき学{立授与方針を明

示しているか。

(2) 教育目標に基づき教育課程の編成・

実施方針を明示しているか。

(3) 教育日襟、学位授与方針および教育

諜程の編成・実施方針が、大学構成

員(教職員および学生等)に周知さ i社会への公表方法
れ、社会に公表されているか。

(4) 教育目標、学位授与方針および教育

課程の編成・実施方針の適切性につ

いて定期的に検証を行っているか。

教育課程・教育内容

(1) 教育課程の編成・実施方針に基づき

件

授業科目を適切に開設し、教育問!蜘径のめゐ技師
を体系的に編成しているか。 I 専門教育・教養教育の|コースワ}クとリサー

位i置づけ !チワークのバランス

F 学士課程教育に相応し|専門分野の高度化に対 j 理論と実務との架橋を図
(2) 教育諜程の編成・実施方針に基づき、 1.~， :::;:;:::;":.;fl/:I~"- -1: '1 .:~:;~~~;~;;;;;A ;,;1: I 

i い教育内容の提供 |応した教育内容の提供|る教育内容の提供
各課程に相応しい教育内容を提供し! 1'-_._."...._ .'-.'1 
ているか。 I 初年次教育高大連携

に配慮した教育内容

教育方法

(1) 教育方法および学習指導は適切か。

した教育方法と学習指導

(2) シラパスに基づいて授業が展開され

ているか。

(3) 成績評価と単位認定は適切に行われ

ているか。

(4) 教育成果について定期的な検証を行

ぃ、その結果を教育課程や教育内容[授業の内容および方法の改善を図るための組織的研修研究の実施
方法の改善に結びつけているか。

成果

(1)教育目標に沿った成果が上がってい

るか。

(2) 学位授与(卒業・修了認定)
に行われているか。

学位審査および修了認定の客観性・厳格性を確保

する方策
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が示されており、大学は学習成果の評価指擦を設定する

こととなるが、その成果の把擦には、悶基準の中にある

教育目標と学位授与方針に基づくものが設定されること

が想定される。成果の評価を行う主8 的は、教育活動の

アカウンタピリティとともに、教育の改善のためのツー

ルとして用いられることにある。

成果の測定と評価に関しては、大学がそのような取組

を進めていくことが重要であって、基準協会として確悶

とした方法論があるわけではない。一般には、試験や小

論文などの直接評価、学生アンケートなどの湾接評価な

ど、複数の指標を用いて多面的に評価することが求めら

れており、その選定は大学側に委ねられる。

(b) 内部質保証システムの整備と機能

内部質保証システムの理念型は、 PDCAの各段階、お

よびその管現運営システムの整備である(ハンドブック

p.ll)。大学評価は、大学に関述する法令をクリアーし

ていることを証明していく基盤評価と、理念・目的・教

育目標を達成するためにどのような努力を払い、どの程

度達成しているかという観点から評価する達成度評価か

らなる。後者は特に質を向上させていくという機能とそ

の体制にも注意を払い、点検・評価 (check) を調整・

改善にいかに結びつけるかという仕組みが重要であると

考えられている。

内部質保証の機能は1時間経過によって異なるものであ

り、現在までの取組のみならず、将来の取組も評価対象

とされている。

内部質保証の機能を証明し、評価する方法について

は、 PDCAの理念型が示されてはいるが、大学のすべて

の活動をこの理念裂で動かすことは困難であり、また内

部質保証を機能させるためだけにそのような細目まで大

学の活動を分割していくことは現実問題として意味がな

い。大学評価・学位授与機構の評価においては、実際に

改善をした事例を示すことで改善システム、すなわち内

部質保証体制が構築されていることの根拠資料としてい

るが、今後、どのような方法で証明するかというのは課

題として残されているものと考えられる。

(c) 学習成果の測定およひP評価と、大学としての理念・

目的、ならびに各基準における方針との関連性

方針については、ほとんどの評価法準で方針を定める

設計となっている。許制を行うには必ず方向性が必要な

ためであり、基本的には達成度評価の達成目標に代わる

ものとして方針を設定している。達成度評価における達

成日襟の設定は必ずしも必須ではない。

また、新しい基準は3つの方針、すなわちデイプロマ・

ポリシ一、カリキユラム ポリシ一、アドミッション・

ポリシーにも対応している。理念 日的の恭準において

は「人材育成の目的、その他の教育研究上の目的j が追

加され、教育内容・方法成果の基準では「大学は、そ

の理念・目的を実現するために、教育日擦を定め、それ

に基づき学位授与方針および教育課程の編成・実施方針

を明示しなければならない。J とされている。学生の受

け入れの基準においては、現行の法準でも大学の理念

目的と学生の受け入れ方針とを記載しているが、現行で

は「理念 目的に応じた・ 学生の受け入れ方針 J と

されているのに対し、新しい基準では「瑳念・目的を実

現するために・. . J と、学習成果まで繋がる方針i笥の

因果関係にまで言及されている。

(d) 教育プログラム評価の在り方と機関としての評価の

取り奇襲め

従来有していた専門分野別分科会を廃止し、大学評価

分科会に一本化した(財務だけは別の分科会が立ってい

る)。これは、大学による内部質保証こそが重要である

との考え方から、専門分野別の詳細な司価機能は、まず

は大学自らが負うべきであるとの立場をとっているため

である。実際に、米国でも英国でも、専門分野ごとにプ

ログラム・レビューの仕組みが学内に確立されている。

また、事務局の作業負担の軽減を腐ることも一本化の目

的の一つである。

これまでの経験から、今回の新しい方法でも一分に分

野別の評価が実施可能とされている。つまり、実際に専

門分野別の許有Hが問題となるのは「教育内容・方法・成

果」の基準に関する評価であるが、原則として大学が有

する課程の分野に合わせて巡切な委員を配置すること

でほとんどの場合対応可能であるとの判断である。専門

性に基づいた評価を必要とする場合には、状況に応じて

アドバイザーを設置し、協力を仰ぐことができるように

なっている。

(e) 大学の機能別分化への対応など、今後の課題について

今までの評価はある方向性に対しての水準、達成度が

見られがちであったが、新しい評価lシステムにおいては

大学が自ら方針を定め、それに対しての達成度評価を行

う設計となっている。第3期は大学の個性に着自し、法

令遵守→内部質保証→偶性というように、偲性をIfl'ばす

評価lにすることが計額iされている。その意味では、機能

別分化と共通する点があると考えられる。

その他、今後の課題としては、まずはエピデンスの問

題、そして今回、新たな試みとして内部質保証の評価を

行うことから、その新しい方針をどの程度評価者に伝え
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ることができるかどうか、そして、専門分科会を無くし

ても、教育課程をしっかりと評価できるよう配慮するこ

とが課題と考えられている。

(2) 巨本高等教育評価機構

①現行評価基準の下での学習成果の測定・評価、自己

点検・評価の取り扱い

(a) 学習成果の測定・評価

日本高等教育評価機構(以下、 JIHEE と略記)につ

いては、昨年、「教育成果における評価指標J の認証評

価の際の扱いに係る調査の-122として、その調査を行っ

たところである。同調査結果を踏まえ、 JIHEEの認証

評価における学習成果の測定・評価の扱いについて、以

下の確認をしておきたい。

イ基準3 教育課程j 中に、学習成果の測定・評価に

掬して、 2009年2月に新設の「教育目的の達成状況を

点検・評価するための努力が行われていること J (1基

準項目 J 3-3)、「学生の学習状況 資格取得・就職状

況の調査、学生の意識調査、就職先の企業アンケート

などに拠り、教育B的の達成状況を点検評価するた

めの努力が行われているかJ (1評価の視点J 3-3ー①)

との定めがある。

-教育目的の達成状況の点検・評価は、努力義務である0

・「評価の視点J (3-3-①)に掲記の諸事項は、各大学

にその活動の実施を求めたものではなく、教育目的の

達成状況に対する点検・評価活動の具体的実施を裏付

ける「任意の指標j として位置づけられ得るものであ

る。

-但し、「任意の指標J に該当する活動を実施している

受審大学に対しては、その結果が絞った書面の提出を

求めているほか、分析結染の要旨等を JIHEE提出用

の「自己評価報告書」に掲載するよう要諒している0

・ f任意の指標j に合致する取組を大学が行い、かつ、

そこで結果や成来が示され得ている場合、 225い評価を

行う。結果や成果が示されていない場合でも、「内容」

の検討がなされていれば、相当程度評価する0

・ JIHEEの立場として、各大学に対し、教育目的・

目標とアドミッションポリシー、カリキュラムポリ

シー、デイプロマポリシーとの聞の整合性について、

説明を求めている。

. JIHEE宛提出の「自己評側報告書j 中で、「特記事項j

として、それぞれの大学の特徴的取組を自由に記述で

きることになっており、 JIHEE としてその内容を適

切に判断し、適宜、関連する「基準項目」に拠り、こ

れを評価する。

学習成果の測定・評価は、総じて、資格取得系の授業

科目やカリキュラム、教育課程の評価lになじみやすい

傾向がある。その一方で、修了者の就職状況や雇用の

状況は、社会 経済状況の変動の影響を受けることが

多しそうした指標を学習成果の測定・評価に用いる

ことについて、各大学が慎重になる部分も理解できな

くはない。なお、数は多くはないが、卒i時に、試験を

実施している大学も散見される。

(b) 自己点検・評価

JIHEEの評価基準において、自己点検評価に隠し

ては、「基準7 管理運営j 中に、 f自己点検・評価のた

めの恒常的な体制が確立され、かっその結果を教育研究

をはじめ大学運営の改善・向上につなげる仕組みが構築

されていること J (1基準項目 J 7-3) とする規定が置か

れている。そして、その趣旨を具体化すべく、教育研究

活動をはじめとする大学運営の改善・向上を図るため、

自己点検・評官fiの恒常的な実施体1Mが控えられているこ

と (1評価の視点J 7-3 ①)、自己点検・評価結果を教

育研究活動をはじめとする大学運営の改善 向上につな

げる仕組みを構築し、かっ巡切に機能させていること

(同 7-3 ②)、自己点検・評価結泉が、学内外に適切に

公表されていること(同 7-3 ③)、とする 3つの「評価

の視点J が明示されている。

自己点検・評価に関するこれら一連の規定の趣旨・目

的が、教育研究活動を ilili とする大学の活動は、恒常的に

自己点検・評価されるべきこと、その結果を、教育研究

活動を軸とする大学の活動の改善・向上にフィードパッ

クできる体制が整備され、適切に機能していること、教

育研究活動の評価を含む点検・評価の結果が社会に公表

されていること、にあることは明らかである。

② 新たな評価基準の策定を方向づけた基準改定の方針

JIHEEは、平成 23 (2011) 年より、認証評価が第2

サイクルに入ることを踏まえ、評価基準とその適用のガ

イドラインである「災施大綱」の全雨的な改定を行った。

改定の背哉として、認証評価の実を 1-全ならしめる上

で、各大学における自己点検・評価が適切に行われてい

ることが前提要件であるにもかかわらず、「自己点検

評価報告書j の作成そのものが自己B 的イとされ、改善・

改革のツールとして必ずしも十全に機能し得なかったこ

と、大学の社会的な説明支任を図るという目的も十分に

来たし得ていなかったこと等の批判があったことを挙げ

ている。そして、そうした批判の原因は、コミ学側にのみ
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帰されるのではなく、認、読評価iシステムにも内在する課

題があったとの認識が、 JIHEEの側で示されている。

そうした背景・理由の下、 JIHEE は、次のような2

つの方針に依拠して、評価基準の大幅な改定を行った。

その第一に、認証評価の受審に備えた「自己点検・評

価iJ であったとしても、そうした点検・評価の実施に当

り、各大学が本来行うべき煩常的な自己点検評価と河

ーの主主件を備えたものとすべく、点検・評価の在り方、

点検・評悩1項目、客観性の確保、等に配慮することを目

指したという点が挙げられる。

第二に、認証評価の効率性を高めるとともに、各大学

の個性・特色を重視するという観点に立脚し、「恭準j

を 4つに精選するなど、評価基準は基本的・共通的事項

に限定する一方で、大学として、その個性・特色に即し

た独自の点検・評価項目を設定できるようにしたという

点が挙げられる。

③ 「基準j、「基準項目J、「評価の視点j と大学設援基

準等の法令遵守項目との関連

JIHEEの評価基準の全体構成において、各「基準」

の要素をなす「基準項目 J 毎に、一連の「評価の視点J

が具体的に示されている。これら「評価の視点J は、学

校教育法や大学設置基準等の法令の遵守の状況を踏まえ

たものとして設定されている。但し、「経営の規律と誠

実性J (1基準項目 J 3-1)中の「評価の視点J として「学

校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大

学の設壁、運営に関連する法令の遵守J (1評価の視点J

3-1 ③)とあるように、 f間別法令そのものが「評価の

被点」中に記載されているものもある。

④ 「大学の機能別分化J を促進するような評価の手法

について

JIHEE は、その認証評価を通じ、「穴学の機能別分化J

を促進するための積極的な措誼を講じているわけではな

し、。

しかし、上述の如く、各大学に対し、「個性特色J

に却した点検・評価項目を加えることにより、その特色

を一層伸長できるような自己点検・評価の仕組みの確立

を要請している。

このような考慮の下、 4つの「基準」のほかに、それ

ぞれの大学が個性 特色として重視している領域(具体

的には、国際協力、社会貢献、研究活動等)に関しては、

当該大学独自の「基準及び基準項目 J を設定し、これを

自己点検評価システムの枠組みの中に加え検註を行う

よう求めている。なお、 JIHEE としては、現時点にお

いて、この部分の内容についてコメントを付すものの、

判定の対象とはしていない。

⑤ JIHEEの認証評価システムと教育プログラム評価

JIHEEは、従来より、その認証評価システムを通じ、

教育研究上の基本組織(学部、学科、研究科等)のそれ

ぞれにつき、大学の使命・目的と整合した各基本組織の

教育目的・目標との関連の中で、教育課程や教員組織の

検証を行ってきた。第2サイクルの認証評価においても、

この方針を堅持した上で、教育研究活動とそれを支える

諸条件に対する充実した評価を実施する。

⑤全面改定に伴う新評価基準に見る「学習成果の測

定・評価j と f自己点検・評価j

(a) 学習成果の測定・評価

事rr司価基準は「学習成巣の測定 評価J に関しては、

「基準項目 J に「教育目的の達成状況の評仰とフィード

パック J (2-6) という項目を置いている。そして、この

基準項目を具体化したものとして、「教育目的の達成状

況を点検・評価するための工夫J (2-6 ①)、「評価結果

の教育内容・方法及び学修指導等の改善へのフィード

パック J (2-6-②)という 2つの「評価iの視点」を設定

している。

現行基準は、「基準項El J を通じて「教育罰的の達成

状況J の検証を各大学に努力義務として求め、これに対

応する「評価の視点」で検証手段の例示を個別具体に提

示していたのを改め、新基準では、「教育目的の達成状

況」の検証をどのような方法で行うかは大学の自律性に

委ねる一方で、検証結果を教育改善にフィードパックす

ることの重姿性を強調した。

なお、新評価基準の「恭準項目 j として掲げられてい

る「キャリアガイダンスJ (2-5) に対応した「評俄lの視

点j において、「社会的・職業的自立J のための指導体

制の整備 (2-5ー①)の必要性がうたわれている部分は、

現行基準の該当の「基準項目 J、「評価の視点J の趣旨を

さらに発展させたものとして意義づけられる。

(b) 自己点検・評価

自己点検・評価に関しては、現行基準においても、点

検・制面に係る恒常的な体制の整備とともに、改善・向

上に連結させる仕組みを維立することの必要性が強調さ

れている。

JIHEEの新たな「大学機関別認証評悩実施大綱J (平

成 24年度改訂版)は、認証評価の目的が「大学の自己

点検・評価の実施状況を評価することによって、大学の

自主的な質保証機能を高めることにあるj 旨を記してい

る。また、同文書は、認証評価の基本方針として、「教

育活動の状況を中心とした評価」、「大学の悩性・特色に
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表 II JIHEE 大学評価基準における「教育毘的・成果J、「自己点検・評価」に見る新基準と現行基準との比較

主主 準 項 目 評 価 の 視 占

新基準 現行基準 新恭準 現行基準

-単位認定、卒業・修了認 -教育課程の編成方針に即 -単位認定、進級及び卒業 -単位の認定、進級及び卒

定等 (2-4) して、体系的かつ適切に 修了認定等の基準の明確 業・修了の要件が適切に

教育課程が設定されてい 化とその厳正な運用 (2-4- 定められ、厳正に適用さ

ること (3叩2) () れているか (3-2 ④)

-キャリアガイダンス (2-5) -就職・巡学支援等の体総 教育課程内外を通じての -キャリア教育のための支

が整備され、適切に運営 社会的職業的自立に関 援体制が盤備されている

されていること (4-4) する指導のための体制の か (4-4四②)

挫備 (2-5-①)

-教育目的の迷成状況の詳 -教育目標の達成状況を点 -教育目的の達成状況を点 -学生の学資状況・資格取

価とフィードハック (2-6) 検評価するための努力 検-評価するための工夫 得・就職状況の調査、学

が行われていること (3-3) (2-6 () 生の意識調査、就職先の

評価i結果の教育内容・方 企業アンケートなどによ

法及び学修指導等の改善 り、教育目的の達成状

へのフィードパック (2-6- 況を点検・評価するため

() の努力が行われているか

(3-3ω①) 

-自己点検・評価の適切性 -自己点検評価のための -大学の個性・特色に却し -教育研究活動をはじめ大

(4-1) 恒常的な体制古河主立され、 た自己点検・評価項目の 学運営の改善向上を図

かっその結果を教育研 設定 (4-1-①) るために、自己点検・評
究をはじめ大学運営の改 -自己点検・評価体制の適 佃iの恒常的な実施体制が

醤・向上につなげる仕組 切性 (4-1ω②) 援えられているか (7-3

自己点検・評価の誠実性 みが構築されていること -エピデンスに基づいた透 () 
(4-2) (7-3) 明性の高い自己点検評 自己点検・評価の結果を

価 (4-2 ①) 教育研究をはじめ大学運

-現状把握のための十分な 営の改善・向上につなげ

調査データの収集と分 る仕組みが構築され、か

析 (4-2 ③) つ適切に機能しているか

(7-3 () 

-自己点検・評価の有効性 自己点検・評価の結果の

(4-3) 活用のための経営サイク

Jレ (PDCA) の仕組みの

確立 (4寸①)

[偲性特色に基づく大学独 [特記事項] 評価機構が定める「評価基 大学独自の取組、特色ある

自の基準設定] 準」は、大学として基本的・ 活動、事業等を自由に記述

共i量的な最小限のものです できます。記述の内容によっ

ので、自己点検・評価を行 て、関連の基準項目におい

う場合には、大学が個性・ て評価の対象となります。

特色として重視している領

域(例えば、国際協力、全i

会貢献、研究活動等)に関

しては、大学が独自に基準

及び基準項目を設定するこ

とが求められます。

く〉日本高等教育詳細機構の「大学機関別認証評価実施大柄(平成 23年度版)J、同(平成 24年度改訂版)を基に作成。
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配慮した評価j、「各大学の改善・改革に資する評価j

の 3つを掲げている。

これらを勘案すると、 JIHEEの認証評価の基本的な

目的のーが、それぞれの大学が改善・改革を繰り返す中

で、主に教育分野において個性や特色を発揮できるよう

な自律的な質保証システムを確立し効果的に機能できる

よう、そうした各大学の営みを評価を通じて側面的に支

援することにある、と理解できる。

そのような趣旨の下、新基準では恭準項目として、「自

己点検・評価の適切性J (4-1) 、「自己点検・評価の誠実

性J (4-2)、「自己点検・評価の有効性J (4-3) の 3つが

掲げられている。そして、この 3つの「基準項目j に対

応した「評価の視点J において、会体として、適切な自

己点検・評価体制を確立し、個性・特質に即した点検・

評価項目を設定して透明性の高い点検・評価の営みを行

うべきこと、点検・評価結果を有効活用するため、同シ

ステム中に PDCAの仕組みを確立すべきことを、各大

学に対して求めている。

なお、「基準項目 J 4-1の「自己点検・評価の適切

性」を評価する棟拠資料の一例として、 JIHEE は、 IIR

(Institutional Research) 機能の構築の現況及び計画、

IRの活展状況を示す資料 j を掲記している。ここに言

う iIRJ は、自己点検・評価のために活用するデータ

や情報を収集し集積させる部署で、点検・評価の実施部

局にこれらを提供・配分する役割を扱うものとして位置

づけられている。例示とはいえ、認、読評価機関の評価関

連文書において iIRJ の制度化について言及される意

義は決して小さくはないものと考える。

3. 総括

今日、教養教育、専門教育を通じた教育課程における

学生の「学びj の成果(=学習成果)の証である学位に

対する国内外からの信頼を確保するため、自己点検・評

価システムの重安な一部をなすものとして、 PDCAサイ

ク Jレを内包した内部質保証体制を構築し運用することが

各大学に対し求められている。そして、こうした内部質

保証体制がそれぞれの大学に、確固として確立され、そ

れが効果的に機能しているかどうかを検証しこれを評価

する任が認証評価機関に課されている。

今回調査の対象としたJUAA、 JIHEEのいずれもが

その各々の認証評価に係る基準や項目等を通じて、こう

した高等教育上の政策要請に対応させ、認証評価の仕組

みを再構成しようとしている。

すなわち、 JUAA、 JIHEEの双方が、学習成果もし

くは教育目的の達成状況を澱定・評価するとともに、そ

の結果を教育改善に結びつけるよう大学に求めている。

そして、間認託評価機関とも、その測定・評価をどのよ

うな手法によって行うかは、各大学の自律的判断に委ね

ようとする姿勢で一貫している。例えば、 JUAAは、学

資成果の測定・評価に当たり、評側指標の開発運用の

必要性を強調しているものの、それを如何にして行うか

は、各大学の自主性に任せることとしている。また、教

育改善を推進するシステムについては、いずれの認証評

価機関も、 PDCAサイクルの手法に拠ってこれを運用

するよう求めている。このほか、 JUAA、 JIHEEのい

ずれもが、今後の認証評価の方針として、「大学の個性j

に着目した評価を行い、高等教育に係る政策上の要請で

もある「機能別分化」にも対応させた評価として発展さ

せていく旨を明言している。例えば、 JIHEEは、その

指定する基準・項目以外に、各大学が個性・特色として

重視している領域に関しては、当該大学独自の「基準及

び基準項目j を設定し、これを自己点検・評価項目の枠

緩みの中に加え検証するよう求めている。

このように、両認証評価機関は、教育の質保証の役割j

を担う一環として、各大学によって構築される内部質保

証体制の効果的運用を側阪から支援するため、評価シス

テムの整備を鋭意進めつつある。

ところで、内部質保証の機能を証明し、評価する方法

については、上記の如く JUAAにより PDCAの理念型

が示されている。しかしながら、全ての大学の活動をこ

の玉虫念型に拠って作動させようとすること、その中で内

部質保証機能を分割l し細部に亘る活動形態を示すこと

は、評価の局関において現実問題として多くの困難を伴

うのではないかと考える。認証評価機関が、規絡化した

内部質保証モデルに即して改善システムとしての各大学

の内部質保証体制の有為性を証明できるのか、それとも

それ以外の手法の開発が求められることになるのか、今

後の動向を注視する必嬰がある。

なお、その他の点について見ると、学伎の質の確保に

とってZ重要な教育課程の評価、とりわけ専門教育に係る

教育事~程の評価については、今図書司資した雨認証評価機

関とも、教育内容や教育方法及びその基盤となる教員組

織を、その各々の専門分野の評価委員が評備をすること

を以て足るとの立場をとっている。今後、「専門分野別

評価」に対する要請が高揚するとともに、学習成果の要

素や単位・学11授与の要件を、そこで「修得すべき知識

能力J の観点から吟味することが求められることが予想
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される。そうした中、大学機関別認諒評価において、専

門分野別評価とも関連するこのような婆請をどう受け止

めようとしていくのか慎重に観察することも、当面の重

要な検討諜j題になっていくものと思慮される。

追記 本稿では、大学基準協会、日本高等教育評価機構

が公にした文書をもとにして考察を行ったが、四年総大

学を対象としたもう一つの認証評価機関である大学評

価・学位授与機構でも、平成23 年 1 月に「大学機関別認

証評価実施大級及び大学評価基準の改訂について」とい

う意見照会が関係各所に対して行われた。その中では、

認証評価iの設計理念に大きな変更はないものの、「評価

の現代化」として、現行の基準6 I教育の成果J を基準

6 I学習成果j と、そして現行の基準9 I教育の質の向

上及び改善のためのシステム j を基準8 I教育の内部質

{呆日正システム J とすることを計画している。
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